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　交通事故でケガをし、加害者がいる場合、そのケガは第三者行為として、加害者が補償す
ることとなります。
　交通事故に限らず、他の第三者行為（けんか、物の落下によるケガ等）についても同様です。
　第三者行為によるケガで医療機関を受診する場合であっても、組合員証または組合員被扶
養者証（以下、「組合員証等」という。）を使用することはできますが、損害賠償申告書等（所
定の様式）を提出していただく必要があります。
　第三者行為によるケガの治療で組合員証等を使って医療機関を受診した場合、共済組合は、
被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、相手方に対し、共済組合が負担した医療費を
請求する権利（代位請求権）を取得します。
　つまり、組合員及び被扶養者の皆様が、加害者側と不利な示談をすると、医療費を相手方
に請求できず、組合員ご本人様へ負担していただかなければならないこととなりますので、
示談をする際は、十分ご注意ください。
　万が一、交通事故などに遭ってしまい、組合員証等を使って医療機関を受診する際は、所
属所共済組合事務担当課にご連絡をお願いします。

保 健 課 か ら の お 知 ら せ

交通事故などに遭ってしまったら……

　平成27年７月24日、長崎県市町村職員共済会館にて長崎ウエスレヤン大学　現代社会学
部　金原　俊輔教授に『「休養、こころの健康づくり」～職場のストレス：対策と対応につ
いて～』をご講演いただき、多数の方々が出席しました。
　今後の予定をお知らせしますので、積極的に受講しましょう。

長崎県市町村職員共済会館にて健康づくり講座を開催しました

開催予定日 内容 講演講師
平成27年11月６日 歯の健康 長崎大学教授　青柳　　潔　氏
平成27年12月４日 身体活動・運動 長崎県歯科医師会常務理事　渋谷　昌史　氏


